
法務局地図作成事業の実施について 

鹿児島地方法務局では、令和７年度及び同８年度の事業として「鹿児島市下伊

敷町、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、若葉町、玉里団地一丁目及び伊敷台六丁目

の各一部」において、土地の正しい境界の位置を明らかにした、精度の高い現地

復元性のある地図を登記所に備え付ける事業（以下「本事業」といいます。）を

実施しています。 

本事業実施区域内及び隣接地の土地所有者の皆様並びに同地域近隣にお住ま

いの皆様には、ご理解とご協力をお願いします。（事業の概要等はこちら。）。 

なお、下記のとおり、地図作成現地事務所を開設しておりますので、本事業に

関するご質問又はご不明な点などございましたら、同事務所の担当者にお問い

合わせください。 

記 

１ 名  称 鹿児島地方法務局 地図作成現地事務所 

２ 住  所 鹿児島市下伊敷二丁目２１番１１号 日当平店舗１１１４号 

３ 電  話 ０９９－２２０－７６１２ （午前９時３０分から午後４時まで） 

       ０９９－２１９－２１３３（上記以外の時間） 

４ 開所時間 午前９時３０分から午後４時（正午から午後１時まで昼休み） 

       ただし、土日祝日を除く 

５ 担 当 者 〒８９２－８５１１ 

       鹿児島市山下町１３番１０号 鹿児島第三合同庁舎 

       鹿児島地方法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 

        担当：井ノ上（いのうえ） 

６ そ の 他 地図作成現地事務所には、来客用駐車場が１台分しかありませ

んので、事務所にお越しになる際は、可能な限り公共交通機関をご

利用ください。 

       また、担当者が不在となる時間がありますので、あらかじめお電

話でご来訪の旨をご連絡くださいますようお願いいたします。 

https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/page000001_00382.pdf

